
 

 

 

 

 

 

 

 

＜ゆいの木＞は 

昭和の戸建物件を 

日本家屋の風情を 

残したまま改築した 

施設です。 

 

田舎の 

おじいちゃん・おばあちゃんの家に 

来たような懐かしさを感じる 

くつろげる空間です。 

 

 

 

 

 

 

 

＜ 地図 ＞

 
〒235-0036 磯子区中原２丁目 5－9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

電話 045-349-4069 

FAX 045-349-5069 

 

アクセス 

●ＪＲ京浜東北・根岸線 新杉田改札口出て右手の 

階段を下り西口へ   徒歩４分 

●京浜急行本線 杉田駅改札口左手へ「プララ杉田」 

の中を通り地上へ   徒歩８分 

●金沢シーサイドライン 新杉田  徒歩６分 

●京急バス 110・４系統 境
さかい

橋
ばし

  徒歩２分 

 

※駐車スペースはありません。 

コインパーキングを利用してください。 

 

横浜型 

 こども家庭支援センター 

 

 

 横浜にすんでいるこどもたちが 

 すこやかに育つように 

 おとなが安心して見守れるように 

 

 

 ほっとできるところ 

 おしゃべりできるところ 

 ちょっとたよれるところ 

 

 

 

 

 ゆいの木 は そんなセンターを 

 めざしています 

 

 

 

 

 

 

 

杉田小

●杉田交番

東漸寺

林内科医院

●

東急ストア

ゆいの木

横
須
賀
街
道

●洋服の

青山

境橋

●まいばす

●日産

プリンス境橋

ローソン

●

杉田小学校入口

らびすた

新杉田

聖天橋

新杉田駅西側

境橋

Ｊ
Ｒ
・
新
杉
田

プララ杉田

地区センター

●カラオケ

セブン

イレブン

● コイン℗

 



＜こども家庭支援センターとは＞ 

児童福祉法に基づき、ご家庭や子育てに 

関する相談をお受けし、支援を行う児童福祉

施設です。 

 

 

 

 

◎お子さまたち 

     ・お友だちと上手く遊べないな 

     ・学校に行きたくないな 

・お勉強、むずかしいな 

  ・お家に帰りたくないって 

思うことがあるな 

 

 

◎ご家族のみなさま 

  ・どう子どもに接したらいいのかな 

  ・どうしたら子どもはいうことを 

   聞いてくれるのかな 

・子どもが寝ないのだけど、 

どうしたらいいのかな 

・子どもの成長、気になるな 

・ゲームばかりしているので気になるのですが 

・思春期の子どもの対応、教えてほしいな 

   

 

 

 

○土日・祝日も相談できます 

○年末年始 12/31～1/3はお休みです 

○相談時の託児は無料です 

○1回の相談時間は４５分です 

 ○電話相談は３０分を目安にしています 

 

 

 

 

 

・いつも、ぼく/私だけおこられている 

 気がするな 
・すぐお友だちをたたいてしまうな 
・何かイライラするな 

・気持ちがモヤモヤするな 

 

 

 

◎地域のみなさま 

 ・あの子、いつも一人でいるな 

・あのお母さん/お父さん、  

一人で悩んでいるのかな 

  

 

 

 

 

＜相談方法＞※まずはお電話にてご予約ください。 

①来所相談 

ゆいの木でお受けします。 

②訪問相談 

職員がご家庭に伺います。 

③電話相談 

お約束した時間に、お電話いたします。 

 

相談・予約受付電話 

045-349-4069 

受付時間 10～18 時 

 

 

＜横浜市の 子育て短期支援 事業＞ 

2歳～12歳のお子さんが利用できます。 

ご相談の内容（保護者の仕事・介護・病気・

育児疲れなど）から、必要に応じて横浜市の 

委託を受け、子育て短期支援事業をご提案する

こともできます。 

利用する場合は、磯子区のこども家庭支援課

等を通して、登録申請が必要になります。 


